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●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに
規定する主務大臣が定める量

大 蔵 省、厚 生 省、
平成８年12月 27日 告示第６号農林水産省、通商産業省

大 蔵 省、厚 生 省、
改正 平成９年12月 26日 告示第８号

農林水産省、通商産業省
大 蔵 省、厚 生 省、

改正 平成10年 12月 28日 告示第５号農林水産省、通商産業省
大 蔵 省、厚 生 省、

改正 平成11年 12月 16日 告示第13号
農林水産省、通商産業省
大 蔵 省、厚 生 省、

改正 平成12年 12月 27日 告示第10号農林水産省、通商産業省
財 務 省、厚生労働省、

改正 平成13年 11月９日 農林水産省、経済産業省、告示第10号
環 境 省
財 務 省、厚生労働省、

改正 平成14年 11月 29日 農林水産省、経済産業省、告示第８号
環 境 省
財 務 省、厚生労働省、

改正 平成15年 12月 10日 農林水産省、経済産業省、告示第７号
環 境 省
財 務 省、厚生労働省、

改正 平成16年 12月 16日 農林水産省、経済産業省、告示第７号
環 境 省
財 務 省、厚生労働省、

改正 平成18年１月30日 農林水産省、経済産業省、告示第７号
環 境 省

（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号
第十一条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量を次のように定め、
平成九年四月一日から適用する。

（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号
第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量は、次の表の左欄に掲げる特定分
別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種の区分に
応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

特定分別基準適合物 業 種 量（千キログラム）

容器包装に係る分別収集及び 規則別表第二の一の項の
３０２，５７１再商品化の促進等に関する法 右欄のイに掲げる業種

律施行規則 平成七年大蔵省 規則別表第二の一の項の（ 、 １１３，２４２
厚生省、農林水産省、通商産 右欄のロに掲げる業種
業省令第一号。以下「規則」 規則別表第二の一の項の

１５０，７８２という ）第四条第一号に規 右欄のハに掲げる業種。
定する分別基準適合物 規則別表第二の一の項の ６，７０７

右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の一の項の

１４，８６２右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の一の項の ３，６２０
右欄のヘに掲げる業種

規則第四条第二号に規定する 規則別表第二の二の項の
２８，７１８分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の二の項の １２０，１３４
右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

４３，７２９右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の二の項の １７３，９３０
右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

７３１右欄のホに掲げる業種
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規則別表第二の二の項の
１，８１０右欄のヘに掲げる業種

規則第四条第三号に規定する 規則別表第二の三の項の １１，２６３
分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の三の項の
３０，４３３右欄のロに掲げる業種

規則別表第二の三の項の １２７，７２４
右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１，５９５右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の三の項の ２，７０９
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１，３５２右欄のヘに掲げる業種
規則第四条第四号に規定する 規則別表第二の四の項の ２８８，７５４
分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の四の項の
２４，２２３

右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の四の項の １９，６７８
右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

４４，５７４
右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の四の項の ３０，３４６
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

３１，３１０
右欄のヘに掲げる業種
規則別表第二の四の項の １１３，９１８
右欄のトに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

２５２，７５６
右欄のチに掲げる業種

規則第四条第五号に規定する 規則別表第二の五の項の
１４，０８６分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の五の項の
３７０，７００

右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の五の項の

１５，３６６右欄のハに掲げる業種
規則第四条第六号に規定する 規則別表第二の六の項の

４５８，８０３
分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の六の項の
２９，８５３右欄のロに掲げる業種

規則別表第二の六の項の ４，０９４
右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

４２，８５２右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の六の項の ２６，２７４
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

５２，９１０右欄のヘに掲げる業種
規則別表第二の六の項の ２８３，８６０
右欄のトに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

１０１，７８４右欄のチに掲げる業種
（注）表中「量」は平成18年４月１日より適用されます。


